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1 米軍機による低空飛行訪1練等については、国の責任で騒音測定器を増や

すなど必要な実態調査を行 うとともに、訓練ルー トや訓練が行われる時期

について速やかな事前情報提供を必ず行い、関係自治体や地域住民の不安

を払拭した上で実施されるよう、十分な配慮を行 うこと

2 日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原貝J

として米軍にも適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ

円滑な立入の保障などを明記すること

3 米軍人等による事件 腱事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示

し、継続的に取組みを進めること

また、飛行場周辺における航空機騒音規制措置については、周辺住民

の実質的な負担軽減が図られるための運用を行 うとともに、同措置の実

施に伴 う効果について検証を行 うこと

4 施設ごとに必要性や使用状況等を点検 した上で、基地の整理・縮小・返

還を積極的に促進すること

平成 30年 7月 27日

全 国 矢口事 会



社 説 [日 米 地 位 協 定 改 定 ]国民 の 声 と受 け止 め よ 沖縄タイムス 2018年 7月 29日 0880

住民を代表する全国知事会の心強い提言である。札幌市で開かれた全国知事会議で、日米地位協定
の抜本的な見直 しを盛 り込んだ 「米軍基地負担に関する提言」が全会一致で採択 された。

米軍基地のない自治体を含む全 47都道府県の知事会が地位協定改定を含む提言をまとめるの

は初めてである。地位協定は米軍に特権的な地位を与えている。改定は米軍基地が集中する沖縄の

問題 と矮 (わい)だヽ (し ょう)化 されがちだったことを考えれば知事会が提言 した意義は大きい。
「国民の声」 といっていいだろう。

提言の内容はこうである。

(1)米軍機の低空飛行の計1練ルー トや時期の事前提供 (2)地位協定を抜本的に見直 し、航空

法や環境法令など国内法を原則 として米軍にも適用。事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な
立ち入 りの保障などを明記 (3)米軍人 らによる事件・事故に対 し、実効的な防止策を提示。航空

機騒音規制措置は住民の実質的な負担軽減が図られるよう運用 し、検証 (4)施設ごとに必要性や

使用状況などを点検 し、整理・縮小 0返還を促進 。

沖縄側の訴えが理解を得た形だが、提言が全会一致で採択 された背景にはオスプレイなど米軍機
の訓練飛行が「全国展開」され、日本列島に張 り巡 らされた低空飛行ルー トが可視化 されたことが

ある。米軍基地の有無にかかわらず、騒音被害や事故の懸念が高まっているのだ。

地位協定改定は知事会の総意である。政府はこれに応えなければならない。

沖縄では、「憲法 。国内法」の法体系が 「安保 。地位協定Jに よって大きな制約を受け、捜査権

や 自治権が制限されているのが現実だ。今年 6月 、米軍キャンプ・シュワブに隣接する名護市数久

田の農作業小屋の窓ガラスが割れ、銃弾が発見された。県警は鑑定 した銃弾と同型で未使用の銃弾
の提供や、立ち入 り調査の意向を米側に伝えているが、実現 していない。

基地内の環境汚染はブラックボックスだ。燃料流出事故は実際の発生件数に比べ通報が極端に少
ない。 ドイツのように緊急時に通告なしで立ち入 りもできない。「環境補足協定」が調査受け入れ

義務を明記 していないからだ。県は昨年、17年ぶ りに地位協定の改定案を策定 し、日米両政府に

提出している。県の改定案は条文ごとに示 してお り、それに比べると知事会の提言は物足 りなさが

残るのも事実である。

知事会は日米安保は重要 との立場である。それでも米軍基地が住民の安心・安全を脅かし、自治
体に過大な負担を強いていると指摘せ ざるを得ない。その観点から研究会を続行 し、知事会 として

具体的な改定案を提示 してほしい。

沖縄に全国の米軍専用施設面積の 7害Jが集中。跡地利用の経済効果が基地経済を大きく上回 り、
さらなる返還が求められることも書き込まれた。「フェイクニュース」を断つ意味でも重要である。

「行動する知事会」がキャッチフレーズとして掲げられた。知事会は政府に対 し言葉通 りの姿勢
をみせてほしい。
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全国知事会が 日米地位協定の抜本改定を含む「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で採択 し

た。全国知事会が 日米地位協定の改定を提言するのは初めてだ。画期的な動きであり、採択を機に

地位協定改定の実現につなげたい。

提言がまとめられたのは、2016年 7月 に翁長雄志知事の要望で設置 した「全国知事会米軍基

地負担に関する研究会」が出発点だ。研究会は 12人の知事で構成 し、 2年間で 6回の会合を開催

した。

日米地位協定を専門とする研究者から意見聴取 したほか、外務省 日米地位協定室長から政府の立

場を聞き、イタリアとドイツの地位協定について現地調査 した沖縄県からも意見を聞いた。

こうした調査研究を進めた目的について、知事会は「在 日米軍基地に係る基地負担の状況を基地

などの所在の有無にかかわらず広 く理解 し、都道府県の共通理解を深めること」を挙げている。極

めて妥当性がある。

琉球新報が研究会設置前の 16年 6月 に実施 した沖縄以外の 46都道府県知事へのアンケー トでは、

在沖海兵隊について 「受け入れる」と答えた知事はゼロだつた。45都道府県知事は「外交・防衛

は国の専権事項」だとして回答す らしなかった。沖縄の基地問題が全国的な議論になっていないこ

とを如実に示 していた。

ところが今回の提言は全会一致で採択された。提言では研究会によつて「現状や改善すべき課題

を確認できた」として「米軍基地は防衛に関する事項であることは十分認識 しつつも、各 自治体の

生活に直結する重要な問題であることから、国民の理解が必要だ」との認識を示 し、日米地位協定

の抜本的な改定などを求めた。

これまで米軍基地を抱える 15都道府県でつ くる「渉外知事会」が日米地位協定の改定を求めて

きた。全国知事会は基地のない府県が多数含まれている。その知事会で今回の提言がまとめられた

ことは、2年間で米軍基地負担についての共通認識が格段に深まったことを意味する。研究会の取

り組みを高く評価 したい。

日米地位協定は 1960年 に締結 されてから、一度も改定されたことがない。日本政府が改定交

渉を提起 したこともない。あま りにもいびつではないか。

そのことで米軍関係者の事件・事故の中には刑事責任を問 うことができず、住民が危険を訴える

訓練も止めることができない。基地内で環境汚染が発覚 しても、米軍に立ち入 りを拒否 される。日

米地位協定が住民生活を脅かしている元凶となっている。

米軍が駐留 している ドイツやイタリアでは、受け入れ国が基地の管理権を確保 した り、自国の法

律を米軍に適用 した りしている。日米地位協定はあま りにも不平等だ。日本政府は全国知事の総意

を重 く受け止め、抜本的な改定に本腰を入れる必要がある。




